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当社株式買取請求に関する東京高等裁判所の価格決定について 

 

当社は、平成２１年５月１日付け当社プレスリリース「株式買取価格決定の申立てに関

するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、同年４月１日に実施しました、当社テ

レビ放送事業及び映像・文化事業を株式会社ＴＢＳテレビへ承継させる吸収分割に関連し

て、これに反対する楽天株式会社ほか１名の株主（以下、「楽天側」といいます。）から

会社法第７８５条第１項に基づく当社株式の買取請求を受け、同年５月１日付けで東京地

方裁判所に対して当該買取請求に係る株式（以下、「請求対象株式」といいます。）につ

いて買取価格決定の申立てを行っておりました。本件につきましては、本年３月５日付け

当社プレスリリース「当社株式買取請求に関する東京地方裁判所の価格決定について」に

てお知らせいたしましたとおり、同日、同地裁において、買取価格を１株あたり１,２９４

円とする旨の決定がなされましたが、楽天側がこれを不服として東京高等裁判所に即時抗

告の申立てをしたため、さらに価格決定の手続が続いておりましたところ、本日、同高裁

におきましても、同地裁の決定と同じく、上記価格を１株あたり１,２９４円とする旨の決

定がなされましたので、ここにお知らせ申し上げます。 

 

当社といたしましては、上記当社株式買取請求に関して今後裁判所における手続が全て

完了し、当社が支払うべき請求対象株式の買取代金総額の最終的な確定を待って、適切に

対処してまいります。なお、楽天株式会社の請求分につきましては、当事者間の合意によ

り、平成２１年７月２７日付け当社プレスリリース「当社吸収分割に係る反対株主の株式

買取請求に関する株式買取代金の仮払いについて」にてお知らせいたしましたとおり、同

年７月３１日に４００億円を当社から同社に仮払いしたのに続いて、本年３月２４日付け

当社プレスリリース「当社吸収分割に係る反対株主の株式買取請求に関する株式買取代金

の追加仮払いについて」にてお知らせいたしましたとおり、地裁決定後の同月２５日に、

決定額である１,２９４円を仮の買取価格とみなした場合の買取代金総額の残額にあたるお

よそ８９億円を同社に仮払いしております。このため、それら仮払金相当部分に対する会

社法第７８６条第４項所定の年６分の利息については、それぞれの仮払実施日以降発生し

ないこととなっております。 
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